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 葛飾区保育所の設置等に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

現 行 改正案 

○葛飾区保育所の設置等に関する条例 

昭和 36年４月１日

条例第６号

第１条 省略 

（事業） 

第２条 保育所は、次の事業を行う。 

⑴  法第 24 条第１項の規定による保

育 

⑵  日曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和 23 年法律第 178 号）に

規定する休日（これらの日のうち、次号

に規定する年末年始の日を除く。）にお

ける次に掲げる児童に対する保育（以下

「休日保育」という。） 

ア 保護者の就労、出産、傷病その他の事

由により保育に欠ける児童 

イ アに定めるもののほか、葛飾区長（以

下「区長」という。）が保育を必要と認

める児童 

⑶  年末年始の日（12月 29日から翌年

の１月３日までの日をいう。）における

次に掲げる児童に対する保育（以下「年

末年始保育」という。） 

ア 保護者の就労、出産、傷病その他の事

由により保育に欠ける児童 

イ アに定めるもののほか、区長が保育を

必要と認める児童 

⑷  病気の回復期にあるために保育所等

における通常の保育（第１号に規定する

保育等をいう。）が困難であり、かつ、

保護者の就労、出産、傷病その他のやむ

を得ない事由により家庭において保育

を受けることが困難な児童に対する保

育（以下「病後児保育」という。） 

⑸  保護者の出産、傷病その他の事由によ

り緊急かつ一時的に保育に欠ける児童

に対する保育（以下「緊急一時保育」と

いう。） 

⑹  保護者の子育てに伴う心身の疲労の

解消その他の事由により一時的に保育

を必要とする児童に対する保育（以下

○葛飾区保育所の設置等に関する条例 

昭和 36年４月１日

条例第６号

第１条 省略 

（事業） 

第２条 保育所は、次の事業を行う。 

⑴  法第 24 条第１項の規定による保

育 

⑵  日曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和 23 年法律第 178 号）に

規定する休日（これらの日のうち、次号

に規定する年末年始の日を除く。）にお

ける次に掲げる児童に対する保育（以下

「休日保育」という。） 

ア 保護者の就労、出産、傷病その他の事

由により保育を必要とする児童 

イ アに定めるもののほか、葛飾区長（以

下「区長」という。）が保育を必要と認

める児童 

⑶  年末年始の日（12 月 29 日から翌年

の１月３日までの日をいう。）における

次に掲げる児童に対する保育（以下「年

末年始保育」という。） 

ア 保護者の就労、出産、傷病その他の事

由により保育を必要とする児童 

イ アに定めるもののほか、区長が保育を

必要と認める児童 

⑷  病気の回復期にあるために保育所等

における通常の保育（第１号に規定する

保育等をいう。）が困難であり、かつ、

保護者の就労、出産、傷病その他のやむ

を得ない事由により家庭において保育

を受けることが困難な児童に対する保

育（以下「病後児保育」という。） 

⑸  保護者の出産、傷病その他の事由によ

り緊急かつ一時的に保育を必要とする

児童に対する保育（以下「緊急一時保育」

という。） 

⑹  保護者の子育てに伴う心身の疲労の

解消その他の事由により一時的に保育

を必要とする児童に対する保育（以下

資料２－２別紙２ 



2 

「一時保育」という。） 

⑺  その他区長が子育て支援のため必要

があると認める事業 

２ 前項第２号に規定する休日保育のうち同

号イに掲げる児童に対する保育は同号アに

掲げる児童に対する保育に、同項第３号に

規定する年末年始保育のうち同号イに掲げ

る児童に対する保育は同号アに掲げる児童

に対する保育に支障のない範囲で行う。 

３ 第１項第５号に規定する緊急一時保育及

び同項第７号に規定する事業は、同項第１

号に規定する保育に支障のない範囲で行

う。 

第３条から第７条まで 省略

「一時保育」という。） 

⑺  その他区長が子育て支援のため必要

があると認める事業 

２ 前項第２号に規定する休日保育のうち同

号イに掲げる児童に対する保育は同号アに

掲げる児童に対する保育に、同項第３号に

規定する年末年始保育のうち同号イに掲げ

る児童に対する保育は同号アに掲げる児童

に対する保育に支障のない範囲で行う。 

３ 第１項第５号に規定する緊急一時保育及

び同項第７号に規定する事業は、同項第１

号に規定する保育に支障のない範囲で行

う。 

第３条から第７条まで 省略 

付 則 

 この条例は、平成 27 年４月１日から施行

する。


